
  

 

 

    

    

    
    

 

 

当所では、昨年に引き続き、専門家を交えた事業承継に関する個別相談会専門家を交えた事業承継に関する個別相談会専門家を交えた事業承継に関する個別相談会専門家を交えた事業承継に関する個別相談会を実施致します。を実施致します。を実施致します。を実施致します。

自社の強み、弱点等を分析し、今後の企業経営の在り方を根本から検討する絶好の機会です。

下記のような課題のある方はぜひこの機会に事業承継問題を解消しましょう！ 

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－～－～－～－～切り取らずこのまま FAX して下さい～－～－～－～－            

会津若松商工会議所 企画開発課あて    事業事業事業事業承継相談申込承継相談申込承継相談申込承継相談申込                                                                   

FAFAFAFAXXXX::::0242024202420242----27272727----1207120712071207            

事業所名事業所名事業所名事業所名     役役役役        職職職職     

氏氏氏氏        名名名名     連絡先℡連絡先℡連絡先℡連絡先℡     

住住住住        所所所所     

※相談希望日時※相談希望日時※相談希望日時※相談希望日時    平成平成平成平成        年年年年            月月月月            日日日日            時～時～時～時～    

    

○○○○日日日日 時時時時    ：：：：    8 月 6 日（水） 9 月 11 日（木） 10 月 9 日（木） 11 月 5 日（水）

12 月 11 日（木） 1 月 8 日（木） いずれも午後１時～午後４時 

○○○○相 談相 談相 談相 談 員員員員    ：：：：    中小企業基盤整備機構 東北本部 事業承継コーディネーター                

○○○○場場場場 所所所所    ：：：：    会津若松商工会議所内 相談室 （会津若松市南千石町 6-5）    

○○○○申込方申込方申込方申込方 法法法法    ：：：：    申込用紙に必要事項を記入し、申し込みください。    

    ＊FAX による申し込みも可能です。（FAX:27-1207） 

○○○○おおおお問い合わ問い合わ問い合わ問い合わせせせせ    ：：：：    会津若松商工会議所 経営サービス部 企画開発課 栗城・長谷川  

℡0242-27-1212    

＊尚、申し込み頂いた事業所様には折り返し、当所から連絡致します。 

＜事業承継個別相談会＞＜事業承継個別相談会＞＜事業承継個別相談会＞＜事業承継個別相談会＞    

後継者対策後継者対策後継者対策後継者対策等で等で等で等で    

お困りでありませんか？お困りでありませんか？お困りでありませんか？お困りでありませんか？    
～上手に事業承継をするために～～上手に事業承継をするために～～上手に事業承継をするために～～上手に事業承継をするために～    

・・・・子どもへ事業を継がせたい子どもへ事業を継がせたい子どもへ事業を継がせたい子どもへ事業を継がせたいがががが何から始めれば良いかわからない。何から始めれば良いかわからない。何から始めれば良いかわからない。何から始めれば良いかわからない。    

・・・・会社を残したいが会社を残したいが会社を残したいが会社を残したいが後継者がいない後継者がいない後継者がいない後継者がいない。。。。    

・・・・将来従業員に事業を継がせたい将来従業員に事業を継がせたい将来従業員に事業を継がせたい将来従業員に事業を継がせたいががががどのような教育をしていけば良いかわからない。どのような教育をしていけば良いかわからない。どのような教育をしていけば良いかわからない。どのような教育をしていけば良いかわからない。    

・・・・その他その他その他その他事業承継に関して不安がある。事業承継に関して不安がある。事業承継に関して不安がある。事業承継に関して不安がある。    

◎個別相談会ご利用の流れ 

STEP4 

経営指導員が円滑

な事業承継へ向けて 

継続フォロー 

STEP3 

専門家による 

相談会 

（経営指導員同席） 

STEP2 

当所経営指導

員による 

ヒアリング 

STEP１ 

相談会 

申し込み 

 

相談無料相談無料相談無料相談無料    


